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保育所等をお使いいただくうえでのお願い 

 

１．保育所等は、保護者の就労、疾病などの理由（３ページ

の保育を必要とする事由として認められたもの）によりご家

庭でお子さんの保育ができないときに利用するための施設

です。買い物､リフレッシュ等保護者の私的な用事では利用

できません。 

２．土曜日（保護者が就労していない日を含む）の保育は保

護者が就労等により、ご家庭で保育できない場合に、利用す

ることができます。              

３．急な病気やケガの場合は、すみやかにお迎えをお願いし

ます。 

４．感染症にかかった場合は、他の乳幼児への感染を防止す

るためにお休みしていただきます。 

５．保育時間中の与薬について、医師からの指示に基づくも

の以外は行いません。 

 

以上のことを厳守することにより、安心した保育環境を整

え、園との信頼関係を築くことができます。よろしくお願い

いたします。 
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入所要件 

府中町の保育所等に入所できるのは次の①～③の要件をすべて満たす乳幼児です。 

① 入所日現在、府中町に住民登録があること。 

② 生後 43日以上小学校就学前の乳幼児で集団保育が可能であること。 

※お子さまの状況によっては、集団保育が可能である旨記載の診断書等を提出していただく場合があります。 

③ 児童の保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育が必要であると認められること。 

（詳細は３ページに記載） 

 

支給認定制度 

（１）認定区分  

お子さんの年齢や保育の必要性の有無によって３つの認定に区分されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆子ども・子育て支援新制度については、内閣府のホームページ（https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/）

にも情報が掲載されていますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳～２歳 ３歳～５歳 

家庭で保育が 

できる 

家庭で保育が 

できない 
 

※保護者が次のページの 

保育を必要とする事由に

より保育できない 

家庭で保育が 

できる 

家庭で保育が 

できない 
 

※保護者が次のページの保育

を必要とする事由により保

育できない 

※希望により 1 号認定も可 

認定なし 
 

＜主な利用可能施設＞ 

認可外保育施設 

地域子育て支援センター 

３号認定 
 

＜主な利用可能施設＞ 

保育所 

認定こども園(保育部分) 

地域型保育事業 

１号認定 
 

＜主な利用可能施設＞ 

幼稚園 

認定こども園(教育部分) 

２号認定 
 

＜主な利用可能施設＞ 

保育所 

認定こども園(保育部分) 

お子さんの年齢は令和５年４月１日時点で何歳ですか？ 

認定フロー図 

スタート 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/）にも情報が掲載さ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/）にも情報が掲載さ
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（２）保育を必要とする事由  

２号認定（満３歳以上）・３号認定（満３歳未満）を受けようとする場合は、 

保護者（父母）のいずれもが次の事由に該当することが必要です。また、保護者の 

保育を必要とする事由により利用時間（保育の必要量）が区分されます。 

事由 内容 保育の必要量 

就 労 

１か月６４時間以上１２０時間未満の労働することを常態とする場合 
※父母のいずれかがパートタイムを想定 

保育短時間 

１か月１２０時間以上の労働することを常態とする場合 
※父母ともにフルタイムを想定 

保育標準時間 

妊娠・出産 
産前６週間（多胎児妊娠の場合は１４週間）から産後８週間を経過する日の翌

日が属する月末までにあたる場合 
保育標準時間 

疾病・障害 疾病・障害により保育が必要と認められた場合 保育標準時間 

介護・看護 
親族等の介護・看護により保育が必要と認められた場合 
※介護等に要する時間は就労に同じ 

状況に応じて認定 

災 害 復 旧 地震・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合 保育標準時間 

求 職 活 動 求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っている場合 保育短時間 

就 学 

１か月６４時間以上１２０時間未満、学校や職業訓練校等に通っている場合 保育短時間 

１か月１２０時間以上、学校や職業訓練校等に通っている場合 保育標準時間 

虐待・ＤＶ 虐待やＤＶの恐れがある場合 保育標準時間 

育 児 休 業 

育児休業取得時（育児休業法に基づくものに限る）に既に保育を利用（同一施

設にて 6か月以上利用している場合に限る）していて継続利用が必要であると

認められる場合 ※新規入所は不可 

保育短時間 

そ の 他 上記ほか、市町村が認める場合 状況に応じて認定 

（３）保育の必要量  

     保育所等を利用できる時間は、「保育を必要とする事由」に応じて「保育標準時間」と「保育短

時間」に区分されます。ただし、実際に保育所等を利用できる時間は、認定された「保育を必要と

する事由」により保護者が保育できない時間に限ります。 

     「保育標準時間」 施設の通常の開所時間の範囲で、1日最大１１時間の利用が可能 

     「保育短時間」  施設の定める保育短時間の範囲で、1日最大８時間の利用が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 ※父母がそれぞれ別の事由に該当し、必要量に差がある場合は、必要量の少ない方で認定します。 

※保育の必要量は就労時間・通勤時間などを考慮して市町村で認定を行います。保育標準時間の認定を受けら

れる方でも保育短時間を希望することは可能です。 

※開所時間内であっても認定された保育時間外のご利用は、通常の保育料以外に別途延長料金がかかります。 

※開所時間や保育短時間の設定時間、延長保育の実施については保育所等により異なります。 

 

≪例≫ 保育標準時間を７:００～１８:００、保育短時間を８:３０～１６:３０とする施設の例 

 

保育標準時間 最大１１時間利用可能時間 
延長保育 

（有料） 
保育短時間 

延長保育 

（有料） 
最大８時間が利用可能時間 

延長保育 

（有料） 

 

7：00 8：30 16：30 18：00 
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（４）支給認定の有効期間  

   支給認定の有効期間は、認定区分や保育を必要とする事由等によって異なります。 

 

＜原則＞ 

認定区分 有効期間 

２号認定 小学校就学の始期に達するまで 

３号認定 満３歳に達する日の前日まで 

＜原則とは異なる期間＞ 

事由 有効期間 

妊娠・出産 
効力発生日（出産予定日の６週間前）から出産後８週間を経過する日

の翌日が属する月の末日まで 

求職活動 

効力発生日（新規入所については入所日、入所後の離職については離

職日の翌日）から 90日を経過する日が属する月の末日まで 

※1世帯 1年度に 1 回限り 

就学 卒業予定日が属する月の末日まで 

育児休業 

育児休業終了日まで（ただし、育児休業の対象となる児童が満１歳に

達する日の属する年度末までを限度とする。） 

※ 育児休業法に基づく会社の規則等で定められた育児休業を取得し、育児休

業終了後、当該会社に復職する場合にのみ、特例措置として入所児童の継続保

育を認めています。（児童が当該年度の 4月 1日現在に３歳未満の場合は、施

設長の意見も必要です。） 

制度によらず、出産や子育てにより仕事を辞めたり一時的に仕事を休んだ

りする方、特例期間を超える育児休業を取得される方については適用されま

せん。また、待機児童がいる場合など、保育所等の入所状況によっては、継続

入所いただけない場合もあります。 

上記のほか、期間限定で就労される場合などは必要に応じた有効期間となります。 

 

※父母がそれぞれ別の事由に該当し、認定期間に差がある場合は、期間が短い方で認定します。 

  ※認定後、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、認定を取り消します。 

  ※有期雇用の方（雇用期間が定められている方）については、契約更新後、２週間以内に在職証明書を

提出してください。契約更新されない場合や在職証明書の提出がない場合は、認定の有効期間が終了

（＝退所）します。契約終了後、引き続き求職活動をされる方は、“求職状況申告書”をご提出いただ

きますと、上記期間、継続保育が可能となります。 

 

（５）支給認定手続きおよび認定結果（支給認定証の交付）について 
 

支給認定の手続きは、保育所等入所申込に併せて行っていただきます。 

書類提出後、町で「保育を必要とする事由」や「保育の必要量（保育標準時間／保育短時間）」に

ついて審査を行い、保育を必要とする事由や就労時間等により「保育の必要量」を決定します。 

認定後、支給認定区分（１号～３号）や保育必要量（標準時間／短時間）、保育を必要とする事由、

認定の有効期間などが記載された「支給認定証（Ａ５サイズ）」を交付します。支給認定証は保育所

等の入所決定通知と併せて送付する予定です。 
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入所申込に必要な書類 

 保育を必要とする事由や世帯状況等によって必要な書類が変わりますので、次の①～⑧の書類のうち、

必要な書類をご準備ください。ご提出後に状況が変わった場合は速やかにお知らせください。 
 

① 施設型給付費等支給認定申請書（保育所等入所申込書）兼保育児童台帳（申込児童ごとに１枚） 

② 保育所等入所申込に係る事前確認票（世帯で１枚） 

③ 保育が必要なことを証明する書類（父母各１枚） 

④ 通所（園）証明書（申込児童以外に幼稚園に通っている児童がいる場合） 

⑤ 給与支払証明書（海外赴任の場合） 

⑥ 転入誓約書（申請時点で府中町に住民票がない場合） 

⑦ 事件係属証明書（離婚調停中の場合） 

⑧ マイナンバー関係書類（世帯で１部） 
 

①施設型給付費等支給認定申請書（保育所等入所申込書）兼保育児童台帳 

申込児童ごとに１枚ずつご記入ください。 

②保育所等入所申込に係る事前確認票 
 
③保育が必要なことを証明する書類 

児童の父母もしくは父母以外の主たる扶養義務者（父母以外が保護者となっている方）の「保育を

必要とする事由」に応じた証明書類（以下に記載のとおり）を提出してください。申込児童の父母が

別居している場合でも、それぞれの書類が必要です。 

また、「保育を必要とする事由」に該当しない６５歳未満の祖父母が同居している場合は、入所選考

における利用調整において減点となりますので、同居している６５歳未満の祖父母が「保育を必要と

する事由」に該当する場合は、証明書類を提出してください。 

なお、在職証明書に記載された勤務状況等について、実態を調査させていただくことがあります。 

入 所 要 件  証 明 書 類 等  

就
労 

雇用勤務者 

受託者 

在職証明書 

※勤務先で証明を受けてください。 

※指定様式の記載事項を網羅している場合に限り、任意様式でも構いません。 

自営業 

自営業手伝い 

就労申告書（自営業を証明する書類（営業許可証・名刺・営業上の郵便物・請負契

約書など）を添付） 

妊娠・出産 出産予定申告書（母子健康手帳の写しを添付） 

疾病・障害 傷病・障害状況申告書（診断書または障害者手帳等の写しを添付） 

介護・看護 介護・看護状況申告書（介護・看護が必要な人の診断書または障害者手帳等の写しを添付） 

災害復旧 罹災証明書及び申立書 

求職活動 

※起業活動含む。 
求職状況申告書 

就学 在学状況申告書（在学証明書（学生証の写しでも可）および時間割を添付） 

その他 町が指定する保育できないことを証明する書類 

※各種証明書は申請日の 3か月以内に証明されたものを提出してください。 
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④通所（園）証明書 

申込児童以外のお子さんが幼稚園等に通っている場合は、「通所（園）証明書」をご提出ください。 

 

⑤給与支払証明書 
海外に居住していたことなどにより日本国内において住民税が課税されていない場合は、当該年の収

入状況等が分かる書類（会社が発行する給与支払証明書など）をご提出ください。 
 

⑥転入誓約書 

原則、入所を希望するお子さんが申込日に府中町に住所を有していないと申込ができませんが、賃

貸借契約等により転入が確実であることが確認できる場合に限り、申込を受け付けます。その場合、

転入誓約書および賃貸借契約等の写しを提出していただきます。 

  なお、入所決定後、入所日までに転入されない場合は入所が取消となります。 

 

⑦事件係属証明書（離婚調停中の場合） 

離婚調停中で父母が住民票上でも別居している場合については、離婚調停中であることが分かる書

類（裁判所が発行する事件係属証明書など）をご提出いただくことで、別居している父または母の「保

育が必要なことを証明する書類」の提出を免除します。また、保育料についても、同居している父ま

たは母のみの市町村民税額で決定します。ただし、保育料の階層区分によっては、保育料が変更とな

らない場合、同居する親族の所得により保育料を決定する場合もあります。 

 

⑧マイナンバー関係書類 
 

★ 申請者本人（保護者代表）が申請書を提出する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人番号カード 

を持っている 
はい 

いいえ 

個人番号カード（原本）のみ提示してください。 

※個人番号カードには、個人番号のほか顔写真も貼付されて

いるため個人番号と身元の両方の確認ができます。 

顔写真付き 

証明書類を 

持っている 

次の①②の両方（原本）を提示してください。 

①「通知カード」「個人番号が記載された住民票の写し」 

「個人番号が記載された住民票記載事項証明書」のうち１点 

②顔写真付き証明書類を１点（Ｐ７「身元確認書類について」参照） 

いいえ 

次の①②の両方（原本）を提示してください。 

①「通知カード」「個人番号が記載された住民票の写し」 

「個人番号が記載された住民票記載事項証明書」のうち１点 

②公的機関が発行した証明書類（顔写真なし）を２点（Ｐ７「身元確認書類について」参照） 

はい 

スタート 
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★ 申請者本人（保護者代表）以外の保護者等（代理人）が申請書を提出する場合 

（例 ： 申請者本人（保護者代表）が児童の父 、提出者（代理人）が 児童の母、祖父母の場合） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆身元確認書類について 

「顔写真付き証明書類」「公的機関が発行した証明書類（顔写真なし）」の一例です。 

下記記載の証明書の提出が困難な場合は、事前に子育て支援課保育係にご相談ください。 

顔写真付き証明書類 

≪右記のいずれか１点≫ 

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者

証明書、その他官公署から発行された写真表示のある書類 

公的機関が発行した証明書類 

（顔写真なし） 

≪右記のうち２点≫ 

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当

証書、介護保険被保険者証、雇用保険被保険者証、生活保護受

給者証、印鑑登録証明書、その他官公署から発行された写真表

示のない書類 

①代理権の確認書類 

申請者本人（保護者代表）が提出者（代理人）に申請の提出を委任する「委任状」を提出してください。 

※委任状の代わりに申請者本人（保護者代表）の「個人番号カード」「通知カード」「身元確認書類」

のいずれかの原本を提示していただくことでも可とします。 

※委任状の参考様式がこの冊子の一番後ろにありますので、ご利用ください。 

②提出者（代理人）の身元確認書類 

提出者（代理人）の「個人番号カード」「顔写真付き証明書類１点」「顔写真の貼付ない証明書類２

点」（下記「身元確認書類について」参照）のいずれかの原本を提示してください。 

③本人の番号確認書類 

申請者本人（保護者代表）の番号確認のため、申請者本人（保護者代表）の「個人番号カード」「通

知カード」「個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書」のいずれかを提示してください。

（写しでも可） 

※①で申請者本人（保護者代表）の「個人番号カード」「通知カード」のいずれかの原本を提示した

場合は、③は不要です。 
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申し込み書類の提出 

■第１回入所申込受付    

提出書類を全てそろえて、第１希望の保育所等の申込受付日時にお越しください。 

保育所等の定員によっては、入所できない場合もありますので、予めご了承ください。 

なお、第 1回・第２回入所申込受付の対象となる方は、次のとおりです。 

  ・令和５年４月中の入所を希望する場合 

・令和５年度中に育児休業から復帰することにより入所を希望する場合 

・令和５年度中に産前産後入所を希望する場合 

・地域型保育（チェリー保育園・プレ･キンダーガルテンかしわ・みなみの風保育園 

アーブル KIDS）を令和５年３月末で卒園される場合 

   ・令和５年４月から転園を希望される場合  

◆申込受付日時（先着順ではありません）          

保育所等名 申込日 申込受付場所 

認 定 こ ど も 園 つ ば め 令和４年１２月１日（木） 

くすのきプラザ 

２階研修室 

ピッコロゴード保育園 令和４年１２月２日（金） 

府 中 ひ か り 保 育 園 
令和４年１２月６日（火） 

第二府中ひかり保育園 

若 竹 保 育 園 令和４年１２月７日（水） 

こ ん ご う 保 育 園 
令和４年１２月８日（木） 

こんごうさくら保育園 

予 備 日 （ 全 園 ） 
令和４年１２月１９日(月)～ 

  令和５年１月６日(金) 
子育て支援課（役場２階⑤番窓口） 

  ※地域型保育（チェリー保育園・プレ･キンダーガルテンかしわ・みなみの風保育園・アーブル KIDS）
は、予備日での受付です。 

受付時間  午前９時３０分～正午、午後１時～４時（予備日は午前８時３０分～午後５時１５分） 

       （ただし、土・日・祝日、令和４年１２月２９日～令和５年１月３日は、閉庁日です。） 

■第２回入所申込受付 ※１月７日（土）～２月１２日（日）は受付できません。   

  受付日時：令和５年２月１３日（月）～２月２２日（水）午前８時３０分～午後５時１５分 

  受付場所：子育て支援課（役場２階⑤番窓口） 

   ※２月２４日以降に申し込まれた場合、５月１日以降の入所になります。 

■上記以降、年度途中の入所申込受付 

提出書類を全てそろえて、入所希望月の前月の申込締切日までに子育て支援課（役場２階⑤番 窓

口）に提出してください。各月の申込締切日は次のとおりです。 

 

 

 
  
●年度途中は転園申請できません。※２ 
※１ チェリー保育園・プレ･キンダーガルテンかしわ・みなみの風保育園・アーブル KIDSを除く。 
※２ チェリー保育園・プレ･キンダーガルテンかしわ・みなみの風保育園・アーブル KIDSを利用し、年度途中に 

満３歳を迎えた方を除く。 

入所月 申込締切日  入所月 申込締切日  入所月 申込締切日 

５月 ４月１０日（月）  ９月 ８月１０日（木）   １月 １２月 ８日（金） 

６月 ５月１０日（水）  １０月  ９月 ８日（金）   ２月  １月１０日（水） 

７月 ６月 ９日（金）  １１月 １０月１０日（火）   ３月  ２月 ９日（金） 

８月 ７月１０日（月）  １２月 １１月１０日（金）    

令和５年度中に育児休業からの復帰による入所を希望する場合や産前産後入所を希望する場合は、事前

（入所希望月の前月以前）に申込ができます。※１ 

入所希望日（育児休業終了日または出産予定日）が決まり次第、お早めに申込ください。 
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◆ならし保育について  

 育児休業からの復帰により保育所等の入所を希望する場合のみ、ならし保育として復帰日の１週

間前（祝日等が重なる場合は平日を数えて５日前）から入所が可能です。（保育料は通常通りかかり

ます。月途中入所の場合は日割計算をします。）ただし、４月１日復帰の方については、年度切替の

時期で保育所等の受け入れが困難であるため、ならし保育はご利用いただけません。また、４月１

日～８日に復帰する方については、４月１日から入所が可能です。 
 

◆休日保育について 

 休日保育は、保護者のいずれもが日曜日・祝日も認定された「保育を必要とする事由」により保育で

きない場合、ご利用いただけるものです。（別途、在職証明書等の提出が必要です。）町内ではこんごう

保育園のみ実施していますが、町内の保育所・認定こども園（保育部分）・地域型保育事業をご利用の方

であれば、こんごう保育園の休日保育をご利用いただけますので、ご希望の際は事前に園にお問い合わ

せください。なお、定員を超える希望があった場合、ご利用いただけないこともありますので予めご了

承ください。また、日曜日・祝日が勤務となることにより、振替等で勤務が無い日は保育所等をご利用

いただけません。 

 

◆広島市など町外の施設を利用される場合（広域入所） 

府中町外の保育所等を希望する場合は、府中町を通じて施設の所在する自治体に対して入所申込を行

うことになりますので、お早めにご相談ください。なお、自治体によって申込締め切り等が違ったり、

在職証明書等が入所希望月の３か月以内の証明でないと受付できない場合がありますのでご注意くだ

さい。（各自治体の締め切りをご確認のうえ、締め切り日の 1か月前までにご相談ください。） 

利用調整 

入所希望者が保育所等の受入れ可能数を超える場合、府中町において利用調整を行います。利用調整

は、まず保護者の保育を必要とする事由（就労の場合、就労時間や日数）に応じて「基本点数」を決定

し、その点数に世帯の状況等（生活保護・ひとり親世帯、多子世帯、滞納の有無など）に応じた「調整

点数」を加点・減点し、世帯の点数を決定します。その点数の高い世帯から保育の利用が可能となりま

すが、保育所等において安全に保育できる態勢が整っていない場合は、点数にかかわらず、やむを得ず

入所保留とすることがあります。 

なお、第２希望以降の保育所等に入所が決定し、そこを辞退された場合、保育所等や他の申込されて

いる方にも迷惑をかけることになるため、実際に利用することが可能な保育所等を慎重に検討してくだ

さい。正当な理由なく辞退された場合は、次回の利用調整において点数を減点します。 

また、利用調整の結果、希望保育所等が利用できない場合は入所保留となりますが、引き続き令和６

年３月入所分までは利用調整の対象とします。（新たな申込は必要ございません。） 

 

◆入所決定後は 

 利用調整後、入所承諾された方は各保育所等に連絡していただき、準備物等の入所説明を受けてく
ださい。なお、次のことについて、予めご了承ください。 

① 入所承諾後に入所を辞退する場合は、ただちに書面で申し出てください。 
② 入所後、家庭で保育できる状態になったときは、入所を解除します。 
③ 入所決定期間満了までに退所する場合は、退所届を保育所等に提出してください。 
④ 保育を必要とする事由を確認させていただくため、年度途中に現況届等の書類を提出してい

ただきます。 
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保育料 

 

 

令和元年１０月から幼児教育・保育無償化が始まりました。３歳～５歳（４月１日時点）のお子さ

んと０歳～２歳の住民税非課税世帯のお子さんの保育料が無料となります。ただし、これまでに保育

料に含まれていた副食費（おかず代・おやつ代等）は無償化の対象外ですので、引き続き保護者の皆

様に負担していただくことになります。ただし次に該当する場合は副食費が免除となります。 

・年収３６０万円未満相当の世帯のお子さん（１２ページの表のうち、太枠で囲った部分の方まで） 

・ひとり親のご家庭、障害者手帳をお持ちのご家庭のお子さん（２重線で囲った部分の方まで） 

・第３子以降のお子さん（就学前の保育所、幼稚園等を利用しているお子さんをカウントします。） 

これに加え、延長保育料・保育短時間認定に係る時間外保育料も無償化の対象外です。 

 

保育料は、当該年度４月初日の年齢および保育必要量（保育標準時間・保育短時間）ごとに父母

の所得状況（市町村民税額）に応じて決定を行い。毎年９月に保育料の切替えを行います。 

４月～８月 ９月～３月 

令和４年度の市町村民税に基づく保育料 令和５年度の市町村民税に基づく保育料 

   

※ 保護者の所得状況によっては、同居する祖父母等の所得により算定する場合があります。 

※ 国外に滞在されていた場合は、別途所得を証明する書類の提出により算出いたします。 

※ 保育料の算定にあたり、調整控除以外の税額控除（住宅取得控除、寄付控除など）は適用されません。 

※ 保育料は、令和５年４月１日時点の年齢により決定しますので、年度途中で３歳の誕生日を迎えても、そ

の年度中は３号認定（３歳未満児）の保育料です。また、年度途中で入所した場合も４月１日時点の年齢

により決定します。 

※ 年度途中で税額等の変更が生じた場合は、遡って保育料を変更します。ただし、年度を越えての保育料変

更は行いません。 

※ 施設・事業者において、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。 

※ 病気や家庭の事情等で保育所等をお休みした場合も月額の保育料がかかります。（入所保留者がいる場

合、原則１月を超える休園は認められません。） 

 

◆保育料の軽減措置について 

①多子軽減 

  同一世帯の就学前児童が２人以上同時に保育所・認定こども園・幼稚園等を利用している場合、最年長

児が全額負担（例では４歳児なので、無料ですが第１子としてカウントします。）、次の年長児が半額負

担、その他の児童が無料となります。ただし、第２から第４－１階層までの世帯については、小学生以上

の生計を一にする子どもも多子計算の算定対象とします。 

≪例≫ 小学校１年生の兄がおり、４歳・２歳・０歳の３人が同時に保育所等に通っている場合 

０歳 １歳 ２歳 ３歳（年少） ４歳（年中） ５歳（年長） ６歳（小１） 

第３子無料

 

 第２子半額

 

 第１子全額 

（無料） 

 

 軽減対象外

 

②ひとり親世帯や在宅障害者のいる世帯等の軽減 

保育料の階層が、第２階層から第４－３階層の世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、保育料

を軽減します。小学生以上の生計を一にする子どもも多子計算の算定対象とします。 

・ひとり親家庭…戸籍でひとり親であることが確認できる世帯。児童扶養手当を受給している世帯。 

・在宅障害児（者）のいる世帯…障害者手帳の交付を受けた方を有する世帯。 

・その他の世帯…申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 
 

令和元年１０月１日からの幼児教育・保育無償化について 
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◆保育料の納付方法 

当町では、口座振替による納付をお願いしています。入所決定の際に口座振替の申込用紙等も併せて

送付しますので、金融機関にご提出いただくか、府中町ホームページからウェブ申請もできますので、

ご都合の良い方法でご申請ください。毎月月末（月末が土・日・祝日の場合は翌開庁日）に当月分の保

育料を引き落とさせていただきます。 

認定こども園、地域型保育事業を利用される場合は、直接施設へお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所等の運営は、保護者の皆さまの保育料と税金で成り立っています。当町では保護者の皆さま

のご負担を軽減するために、国の示す保育料徴収金基準額を町独自に軽減して保育料を設定していま

す。 

保育料を滞納された場合、通知や電話、戸別訪問にて催告を行いますが、納付の意思が確認できな

い方や納付を誠実に履行しない方には、納付いただいている方との公平を保つため、勤務先への給与

照会や金融機関への財産調査等を行い、給与や預貯金等の差押さえ等の滞納処分を実施いたします。

また、滞納がある場合、入所選考における利用調整点が減点となり、育児休業中の継続利用もできな

くなります。保育料は毎月納期限までにお支払いいただきますようお願いします。 
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◆令和５年度保育料                                     

【保育所・認定こども園（保育部分）・地域型保育事業】                      （月額） 

各月初日において保育を受ける子どもの属

する世帯の階層区分 

３歳以上児 ３歳未満児 

標準時間 短時間 標準時間 短時間 

第１ 生活保護による被保護世帯 ０円 ０円 ０円 ０円 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 ０円 ０円 

第３ 

１ 
市町村民税所得割非課税世帯 

（均等割のみ課税） 
０円 ０円 ９，０００円 ８，８００円 

２ 

市

町

村

民

税

所

得

割

の

額
 

２４，３００円未満 ０円 ０円 １１，５００円 １１，３００円 

３ ４８，６００円未満 ０円 ０円 １４，０００円 １３，７００円 

第４ 

１ ５７，７００円未満 ０円 ０円 １５，８００円 １５，５００円 

２ ６７，０００円未満 ０円 ０円 １７，５００円 １７，２００円 

３ ７７，１０１円未満 ０円 ０円 ２１，０００円 ２０，６００円 

４ ８７，０００円未満 ０円 ０円 ２４，５００円 ２４，０００円 

５ ９７，０００円未満 ０円 ０円 ２９，５００円 ２９，０００円 

第５ 

１ １１５，０００円未満 ０円 ０円 ３４，０００円 ３３，４００円 

２ １３３，０００円未満 ０円 ０円 ３８，５００円 ３７，８００円 

３ １５１，０００円未満 ０円 ０円 ４３，０００円 ４２，２００円 

４ １６９，０００円未満 ０円 ０円 ４４，５００円 ４３，７００円 

第６ 

１ ２０２，０００円未満 ０円 ０円 ５１，５００円 ５０，６００円 

２ ２３５，０００円未満 ０円 ０円 ５３，５００円 ５２，５００円 

３ ２６８，０００円未満 ０円 ０円 ５５，３００円 ５４，３００円 

４ ３０１，０００円未満 ０円 ０円 ５７，３００円 ５６，３００円 

第７ １ ３９７，０００円未満 ０円 ０円 ５８，７００円 ５７，７００円 

第８ １ ３９７，０００円以上 ０円 ０円 ６１，７００円 ６０，６００円 

※1 年齢区分は、当該年度の４月１日現在の年齢によります。 

※2 保育料の算定の基となる市町村民税は、調整控除を除き、税額控除（住宅取得控除、寄付控除など）を受ける前の

税額になります。政令指定都市で税率 8％として所得割額が計算されている場合、6％の額で算定します。 

※3 小学校就学前の範囲内に認可保育所や認定こども園、幼稚園等（認可外保育施設を除く。）を利用する子どもが 2人

以上いる場合、2 人目は半額（100 円未満切捨て）、3 人目以降は無料となります。ただし、第 2 から第 4-1 階層ま

での世帯については、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃し、年齢に関わらず、生計

を一にする子ども（監護している者、監護していた者、直系卑属）を多子計算の算定対象とします。 

※4  ひとり親世帯や在宅障害児（者）がいる世帯（障害者手帳や療育手帳などの交付等を受けている場合）の保育料は、

第 2階層は無料、第 3階層は 1,000円減額後、更に半額（第２子以降は無料）、第 4-1～第 4-3階層は半額（第 2子

以降は無料）となり、これら階層の場合、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃し、年

齢に関わらず、生計を一にする子どもを多子計算の算定対象とします。また、3 歳未満児については 9,000 円を上

限額とします。 

※5 保育料算定の際に必要となる世帯の状況については、入所申込書や住民基本台帳により判断していますが、ご不明

な場合は、子育て支援課にお問い合わせください。 
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保育所・認定こども園・地域型保育事業の紹介 
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プラザ 

府中町 

役場 

 

府中 

公民館 
府中 

小学校 

 

福寿館 

安芸府中 

郵便局 

府中中央 

小学校 

 

府中南 

小学校 

府中南 

公民館 

府中緑ヶ丘 

中学校 

 

府中 

中学校 

府中北 

小学校 

 

府中町 

環境センター 

 
第二 

府中ひかり 

保育園 

 府中ひかり 

保育園 

 
ピッコロ 

ゴード 

保育園 

 こんごう 

保育園 

 若竹 
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こども園 
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府中東 

小学校 
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保育園 
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保育基本方針 

①自然と遊び、自然に学び、心身の発達を促し、子どもが本来

持っている可能性を引き出し、伸ばす保育を目指す。 

②常に家庭と連携を取りながら一人ひとりの子どもの気持ち

を受け止め、心が落ち着く、子ども達を主体とした保育を行

う。 

③一日の生活のリズムを整え、食事・排泄・着脱等、日々の繰

り返しの中で基本的生活習慣の習得を図る。 

 

社会福祉法人昭和愛育会 

府中ひかり保育園・第二府中ひかり保育園 

 

【布おむつ】 

府中ひかり保育園・第二府中ひかり保育園の園児は、赤ちゃんの時から

『本園伝統の布おむつ』で育っています。保育士が心を込めて、その都度

おむつ交換をすることにより、信頼関係が生まれ排泄習慣の自立につなが

っていきます。2 歳中頃には自分でトイレに行けるようになり、みんなお

むつを卒業しています。安心してお任せください。(※園で使用した布おむ

つのクリーニング制度も利用できます) 

【給食・離乳食】 

自園で極力、冷凍・半加工品、輸入物を使わず手作りしています。出来

るだけ地産地消をモットーに生産者が分かる農産物を調理提供していま

す。また、ひかり農園では、大根、じゃがいも、さつまいも、玉ねぎ、ト

マト等園児たちと一緒に栽培し、野菜嫌いを克服しています。 

【行事】 

“聞いた事は忘れる、見た事は思い出す、体験した事は身につく”との

諺の様に、子ども達に豊かな実体験と、親子参加型行事がたくさんあり、

親子の触れ合いに、多くの感動と成長発達が実感できる園です。 

 

こんな子ども達を目指します！ 

①人の話をよく聴く子。 

②自分で考えて行動できる子。 

③物事を諦めずに最後までやり遂げる子。 

④物事に感動し、それを素直に表現できる子。 

⑤自分の意思を言葉で表現できる子。 

⑥身体を動かして遊べる子。 

⑦良いこと、悪いことが判断できる子。 

⑧人や物を大切にする子。 

 

４月 幼児親子参加日・クラス懇談会 

５月 乳児親子参加日・クラス懇談会，新入園児・年少児家庭訪問，お花祭り， 

おとまり保育(年長児) 

６月  

７月 みくまり峡川遊び(幼児)，子ども夏祭り， 

プール参観月間(年中・年長児 8 月まで) 

８月 みくまり峡川遊び(幼児)，夏季合同保育 

９月  

10 月 遠足(幼児：安佐動物園)，おゆうぎ会(乳児) ，生活発表会(幼児) 

11 月 七五三詣，親子ひかりっこ運動会，自然体験遠足(年中児：広島市森林公園) 

12 月 親子餅つき大会・クラス懇談(年長児)，クリスマス会，年長宮島冒険遠足 

１月 親子マラソン大会(幼児) ，節分(豆まき会) 

２月 ひかりフェスタ（作品展示会） 

３月 お別れ会，遠足(年長児：岩谷観音山登り)，卒園式，次年度入園式 

  

 

 

園 の 特 徴 

年間の主な行事 

府中ひかり保育園 

所在地…本町二丁目１６番１９号 

電話…０８２－２８１－１６４９ 

定員（令和４年度）…１６０名 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…１８:００～１９:００ 

第二府中ひかり保育園 

所在地…本町一丁目１４番１２号 

電話…０８２－２８１－１６４９ 

定員（令和４年度）…１８０名 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…１８:００～１９:００ 
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社会福祉法人若竹福祉会 

若竹保育園 

所在地…鹿籠一丁目２０番３３号 

電話…０８２－２８４－２３６３ 

定員（令和４年度）…１６０名 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…１８:００～１９:００ 

園の特徴 

○あいさつ運動        

○はだし保育（６月～９月）  

○異年齢交流（３、４、５歳児） 

○菜園活動を含む食農保育 

○絵本の貸し出し（毎週金曜日貸出、月曜日返却） 

○主食付きの給食（全園児） ※土曜日は３歳以上児は主食持参 

○３歳未満児に布団・毛布・おしぼりの貸し出し 

○専門講師による体操・音楽・絵画教室（４、５歳児） 

○専門講師による英語体験教室（３、４、５歳児） 

保護者からの Q&A 

Q 駐車場はありますか？ 

A 送迎用の駐車場が９台あります。 

Q 給食にご飯はつきますか？ 

A 全園児主食付の完全給食ですが、年少、年中、年長は給食費（主

食＋副食）として 5,500 円徴収します。 

第２、４、５土曜日はお弁当持参でお願いしています。 

Q 保護者参加の行事はありますか？ 

A 入園進級式、運動会、発表会、作品展、保育・給食参観です。基

本的に土曜日に行っています。年少から年に１回、平日に親子遠

足があります（動物園か宮島水族館） 

 

年間の主な行事 

４月 お花見、内科検診 

５月 親子遠足（年少、年中、年長） 

保護者面談又は家庭訪問 

６月 運動会、歯科検診 

中学生保育体験 

７月 プラネタリウム遠足（年長） 

プール遊び、保育・給食参観 

８月 プール遊び、平和学習 

９月 お月見 

10 月 お泊り保育（年長） 

お茶会（年長、年中） 

内科検診、歯科検診 

11 月 秋の遠足（年少･年中･年長） 

発表会 

12 月 保育・給食参観 

クリスマス会 

１月 お正月遊び、凧あげ 

２月 節分、作品展 

ﾊﾛｰ!ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ発表会（年長） 

わくわくｸｯｷﾝｸﾞ（年長･年中･年少） 

３月 ひな祭り（世代交流会） 

観劇遠足（年長） 

お別れ会、卒園式、入園進級式 

 

保育方針 

～若竹のごとく すくすくと 伸びよ 吾子たち ～ 

◆からだの育ち◆ 

○家庭的でくつろいだ雰囲気の中、子ども達の生命の保持や情緒の安

定を図る 

○生活や遊びを通して基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎

を培う 

◆こころの育ち◆ 

○自然や社会の事象に触れ、それらに対する豊かな心情や思考力の基

礎を培う 

○さまざまな体験を通して豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う 

○生活の中で言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり聞いたりす

る態度や豊かな言葉を養う 

○さまざまな活動を通し、自分への自信を養う 

◆社会性の育ち◆ 

○人との関わりに興味を持ち、人に対する愛情や信頼感を持つ心を育

てる 

○人との関わりの中で、自主・協調の態度を養う 

○生活や活動を通して人の気持ちを考え、尊重できる心を育てる 
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毎月行事 

体操教室・英語教室・鼓笛教室・ことわざ俳句教室・映像保育・ 

園外保育・誕生日会育児相談・デーサービス交流等 

保育方針 

全ての園児が「勇気」「知恵」「思いやり」「郷土愛」を持ち、

豊かな人間として成長することを理念とし、未来ある望ましい

子どもたちを育てることを念頭に置き、心身ともに安心できる

環境のもとで、五感（眼・耳・鼻・舌・意）がより発達するよ

う図り、助長する保育を実践する。 

社会福祉法人中央正聖愛育会 

こんごう保育園・こんごう さくら保育園 

所在地…浜田二丁目２-6(こんごう保育園) 

電 話…０８２－２８５－１１３２ 

定員（令和４年度）…1９0 名 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…18：00～19：00 

  
所在地…茂陰二丁目２-21(こんごうさくら保育園) 

電 話…０８２－５１０－１１９０ 

定員(令和４年度)…120 名 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…18：00～19：00 

 延長保育…１８:００～１９:００ 

園の特徴 

【こんごう保育園】 

中央の吹抜け空間や上下につながったネット遊具が一体感を

もたらし、お遊び回廊の回遊構造や点在する遊びのしかけが園児

たちの遊びを誘発します。 

【こんごう さくら保育園】 

園内の交流広場では図書コーナーを設け、プロジェクターを

使った映像保育、屋上には園庭・プールも設置してありますの

でしっかり遊ぶことができます。 

【みんな大好き給食】 

「直営方式」で栄養士が献立作成する「和食」を基本とし、地

産地消・郷土料理・伝統料理を通して、食に対する知識や文化を

学びます。 

保護者からの Q&A 

Q 保護者が参加する行事は多いですか？曜日はいつですか？ 

A 保護者参加の行事は土曜日に行っています。内容は「保育参観」

「クラス懇談」「保護者会総会」「家庭訪問」「運動会」「盆

踊り」「発表会」「作品展」等です。 

Q 保育中の乳児組は紙オムツ、布オムツどちらが使用できます

か？ 

A どちらも使用できます。使用した紙オムツは園で処分します

が、布オムツ使用の場合は、家に持ち帰ってもらいますのでレ

ジ袋持参になります。 

Q 午睡用布団はどのようになりますか？ 

A 本園で準備、管理しますので布団代金を徴収します。 

0 歳児－1,410 円（1 ヶ月）※月 2 回シーツ交換 

1 歳児以上－1,200 円（1 ヶ月）※月 1 回シーツ交換 

 

年間の主な行事予定 

４月 保育参観（乳幼児組） 

クラス懇談会 

５月 保育参観（乳幼児組） 

保護者会総会・青葉祭 

家庭訪問・運動会 

６月 内科・歯科検診・中学生職場体験 

７月 七夕祭・プール開き 

８月 平和学習 

９月 保育参観（乳児組） 

10 月 おまつりごっこ 

11 月 発表会 

12 月 もちつき・クリスマス会 

内科・歯科検診 

１月 保育参観（幼児組） 

２月 豆まき・作品展 

お別れ遠足（年長） 

３月 ひな祭・卒園式・入園式 
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保育方針 

保護者との緊密な連携の下、

一人ひとりを的確に把握し、

発達のプロセスを尊重しなが

ら、養護と教育を一体とした

保育を行う。 

社会福祉法人ＦＩＧ福祉会 

ピッコロゴード保育園 

所在地…浜田本町７番１３号 

電話…０８２－５０８－０００３ 

定員（令和４年度）…１６０名 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…１８:００～１９:００ 

 

園の特徴 

◆造形あそび、体操教室、英語教室、茶道教室（年長） 

（心身の健康および発達を助け、豊かな感性を育てる） 

◆栽培活動、クッキングなど、食育の推進 

（適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、豊かな人間性の育成を行うと

ともに、楽しい食体験の積み重ねにより、生きる力の基礎を培う） 

◆お年寄りとの交流会、異年齢児とのふれあいタイム 

（思いやりの心を育てる） 

◆園庭開放、育児教室、保育相談（地域の子育て世代の家庭を支援する） 

保護者からの Q&A 

Q 保護者会はありますか？ 

A 本園には保護者会はありません。お仕事をされている保護者の方の

負担を少しでも軽減していきたい思いからです。 

Q 保護者が園の行事の手伝いをすることはありますか？ 

A お子さんの成長をゆっくり見ていただきたいという理由から、行事

でのお手伝いはお願いしておりません。 

Q 布おむつと紙おむつ、どちらを使用されていますか？ 

A 衛生上の理由から、紙おむつの使用をお願いしておりますが、特異体

質のお子さんについては相談に応じます。おむつ離れを心配される

方もいらっしゃいますが、紙おむつであってもこまめに交換するこ

とが大切だと考えます。 

Q 園のモットーは何ですか？ 

A 家庭的な雰囲気を大切にしています。保護者と職員がしっかりと連

携をとり、子どもにとって何が一番なのかを常に考えていくように

心がけています。 

Q アレルギー食にどの程度対応していますか？ 

A 鶏卵・乳・小麦・大豆など生活管理票に基づいて、医師の指示をいた

だきながら対応しています。アレルギーをもつ子どもを含む全ての

子どもが自己管理能力を身につけて卒園できるよう、導いていきます。 

 

 

保育目標 

◆日常生活における基本的生活

習慣を身につける 

◆集団生活に必要な自主性、協

調性を育てる 

◆感動と思いやりの心を育てる 

Facebook（フェイスブック）で活動の様子等を紹介しておりますのでご覧ください。 

保育園のしおりはホームページからご覧になることができます。 

年間の主な行事 

４月 進級式、新入園児歓迎会、 

こどもの日の集い 

５月 園まつり、交通安全指導、 

遠足 

６月 保育参観、 

健康診断、虫歯予防指導、 

消防署との合同避難訓練 

７月 七夕まつり、 

チェリーゴードとの交流会（年長） 

８月 プール（水）あそび、 

お泊り保育（年長） 

９月 運動会 

10 月 遠足 

11 月 内科・歯科検診 

12 月 発表会、もちつき、クリスマス会、 

チェリーゴードとの交流会（年長） 

１月 正月あそび 

２月 防火豆まき、保育参観 

３月 ひな祭り、お別れ遠足（年長） 

お別れ会、卒園式、 

次年度入園式 
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学校法人府中石田学院 

認定こども園つばめ 

所在地…柳ヶ丘２０番１６号 

電話…０８２－５０８－００１２ 

定員（令和４年度） 

１号：１５０名、2・3 号：１６０名 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 延長保育…１８:００～１９：００ 

 ※土曜日の延長保育はございません 

 

保護者からの Q&A 
 

Q 認定こども園はどのような園ですか？ 

A 幼稚園と保育園の二つの機能を備えた園です。３歳以上の子どもた

ちは、幼稚園、保育園合同で教育活動を行います。 

Q 給食について教えてください。 

A 幼稚園、保育園ともに完全給食です。バランスのとれた手作りの温

かい給食を準備しています。またアレルギー食にも対応しています。 

Q こども園の定員は何名ですか？1 クラス毎の人数は何名ですか？ 

A 幼稚園部 150 名、保育園部 1６0 名（令和 4 年度）です。１クラ

ス 20～30 名です。法令で定められた基準で運営をしております。 

Q 課外教室はありますか？ 

A ウィン体操クラブ、学研プレイルーム、英語教室、水泳教室がござい

ます。実施日や内容は、各課外教室にお問い合わせください。 

Q 働くことになったので、幼稚園から保育園に変更できますか？ 

A 変更できます。だたし、各年齢の利用定員の状況によって、変更でき

ない場合があります。各市町によって手続きが異なりますので早め

にご相談ください。 

 

年間の主な行事 

４月 新入園児歓迎会 

こどもの日の集い 

５月 春の遠足、園まつり 

６月 健康診断(内科・歯科・尿検査) 

虫歯予防指導、プール開き 

参観日 

７月 七夕会、個人懇談(幼児) 

お楽しみサマー保育(年長) 

終業式 

８月 夕涼み会、個人懇談(乳児) 

９月 始業式、参観日 

10 月 運動会、秋の遠足 

健康診断(内科) 

11 月 健康診断(歯科) 発表会 

12 月 もちつき、クリスマス会、 

個人懇談(幼児)、終業式 

１月 始業式、参観日 

２月 防火まめまき(節分)、作品展 

お別れ遠足(年長)、参観日 

３月 ひなまつり会、お別れ会 

修了式、卒園式(年長) 

入園式、進級式 

 

保育方針 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守

し、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な

保育・教育を提供します。 

①自立をめざし 

毎日の暮らしの中で生活に必要な知恵と態度を自然な形で身に付

ける子ども 

②たくましく生きる 

自分で考え行動し、最後まであきらめず、やり抜く子ども 

③心豊かな 

気持ちを素直に表現し、相手の気持ちがわかる子ども 

周囲の自然や人・物に興味を持ち、親しみをもってかかわる子ど

も 

園の特徴 

「認定こども園」は、幼稚園と保育園それぞれの良いところを活

かしながら、その両方の役割を果たすことができる新たな施設で

す。子どもと保護者のことを考えて生まれた「認定こども園」。幼

稚園と保育園の良いところを活かし、子供たちの「教育」「保育」

「子育て」を総合的にサポートすることにより、就学前の教育・保

育ニーズに対応する新しいスタイルの施設です。 

 また、子どもが「認定こども園」に通っていなくても、『子育て

相談』や『親子の集いの場』を保護者の皆さまにご提供します。 
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★『地域型保育事業』について 
『地域型保育事業』は、待機児童の多い満３歳未満の児童を対象とした市町村の認可事業で、‘家庭的保育’

‘小規模保育’‘事業所内保育’‘居宅訪問型保育’の４類型に分かれています。事業所内保育施設は、設置者

の従業員の児童のほか、地域枠として、従業員以外の児童の保育も行う施設です。従業員枠での申請は、各保

育園にご相談ください。 

 

なお、地域型保育事業を利用できる期間は、最長で満３歳に到達する日が属する年度末までのため、その後

は原則、別の保育所・認定こども園に、再度入所申込みを行っていただくことになりますので、予めご了承く

ださい。また、延長保育、障害児保育、育休事前予約（従業員枠を除く）は実施しておりません。 

事業所内保育施設 

保育方針 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守

し、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要

な保育・教育を提供します。 

①自立をめざし 

毎日の暮らしの中で生活に必要な知恵と態度を自然な形で身に

付ける子ども 

②たくましく生きる 

自分で考え行動し、最後まであきらめず、やり抜く子ども 

③心豊かな 

気持ちを素直に表現し、相手の気持ちがわかる子ども 

周囲の自然や人・物に興味を持ち、親しみをもってかかわる子ども 

学校法人府中石田学院 

チェリー保育園 

所在地…柳ヶ丘２０番１６号 

    （認定こども園つばめ内） 

運営…学校法人 府中石田学院 

電話…０８２－５０８－００１２ 

定員（令和４年度） 

７名≪従業員枠５名、地域枠２名≫ 

保育時間 

保育標準時間…７:００～１８:００ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

延長保育 なし 

社会福祉法人 柏学園 

プレ・キンダーガルテンかしわ 

保育方針  

 人に愛され、責任感の強い人間性を培うことを理念とし、基本的

生活習慣はもちろんのこと、遊びを通して、豊かな感受性を身につ

け、人と関わる力を育てる保育を目指しています。 

子どもたちが毎日楽しく過ごせるよう、保育に工夫を凝らし、子

どもが子どもらしく成長できるよう、保護者の皆様と一緒にお子様

の成長を育み、喜んでいければなと思います。 

 

 

所在地…青崎東 7 番１２号 

運営…社会福祉法人 柏学園 

電話…０８２－２８２－６５００ 

定員（令和４年度） 

１０名≪従業員枠７名、地域枠３名≫ 

保育時間 

保育標準時間…７:３０～１８:３０ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 土曜日（第２、第４休園）…７:３０～１５:３０ 

延長保育 なし 
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学校法人マイル・ストーン学園 

みなみの風保育園 

保育方針  

   一人ひとりのお子さんが、健康的で 

安全な生活ができる環境を整え、毎日 

楽しく園生活が送れるよう保育を進 

めていきます。 

 

 

小規模保育施設 

所在地…鹿籠二丁目 13 番 8 号 

運 営…学校法人 マイル・ストーン学園 

電 話…082－298－1361 

定員（令和４年度） 

19 名≪0 歳児 3 名  1 歳児 4 名  2 歳児 12 名≫ 

保育時間 

保育標準時間…７：45～１８：45 

  保育短時間…８:１５～１６:１５ 

延長保育 なし 

 

株式会社アーブル Y・K 

アーブル KIDS 

保育方針 

子どもたちが安定感と信頼感を持って活動できるように、一人ひとり

ていねいに育てていきます。また、根強く根をはって、心も身体も強

くやさしい子どもに育てていきたいと思います。 

 

※アーブルＫＩＤＳは向洋駅北口から徒歩１分もかからない場所に位

置しています。駅が近いので電車通勤の保護者の方に喜ばれていま

す。 

小さな保育園なので年齢をこえて子どもたちは一緒に仲良く遊び、少

人数だからこそ実現できるあたたかい保育を目指しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地…青崎中２４―２３―201  

運営…株式会社アーブルＹ・Ｋ 

アーブルＫＩＤＳ  

電話…０８２－５６９－９５５１ 

定員（令和４年度）17 名 

≪０歳児３名、１歳児７名、２歳児７名≫ 

保育時間 

保育標準時間…７:３０～１８:３０ 

 保育短時間…８:３０～１６:３０ 

 土曜日…７:３０～１６:３０ 

延長保育 なし 
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◆病児保育施設について  

病気により保育所等での集団保育が困難であり、かつ、保護者が仕事や傷病などやむを得ない理由 

により家庭で保育を行うことが困難な場合に、一時的にお預かりする施設です。 

 

病児保育室ダンボ（病児病後児保育事業）  

対    象 生後６か月～小学校６年生 

利 用 料 ・登録料 １世帯 1,000円 

・利用料 １人１日 2,000円（別途食費 500円） 

 （土曜日のみ利用料金 1,000円） 

利用時間 月曜日～金曜日 ８時３０分～１８時 

         土曜日 ８時３０分～１２時３０分 

（日曜祝日、お盆、年末年始を除く） 

定    員  ６人 

そ の 他 ・利用にあたっては、事前に病児保育室「ダンボ」へ連絡してください。 

  電話番号 ０８２－２８７－３２６６ 

・利用初日は、向洋こどもクリニックで診療を受けてください。 

・土曜日は給食がありませんので、必要な方は弁当を持参してください。 

・初回利用時の手続きを速やかにするため事前登録をお勧めします。 

※事前登録のみでは登録料は発生しません。 

※初回利用時に、利用料と併せてお支払いください。 

    

お迎えサービスについて 

        府中町内の小学校・保育所等を利用中に、お子さまが体調不良となった際、保護者の方が仕事の 

都合等でお子さまを迎えに行くことが出来ない場合に、病児保育室の看護師又は保育士がタクシー 

を使用し、保護者の代わりに保育所等まで迎えに行き、保護者が迎えにくるまでの間、病児保育室 

で一時的にお子さまをお預かりするサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の施設・制度の紹介 
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◆府中町プラチナ保育手当について   

 保護者の就労や疾病により、昼間に保育をすることができない保護者の代わりに、町内に住所を有

する祖父母等が児童（生後６週間を経過した日から３歳となる日の属する年度の末日までの間にあた

る者に限る。）の保育を継続的に行う場合、児童１人につき月額 15,000 円を「府中町プラチナ保育手

当」として祖父母等に支給します。 

支給を受けるには事前に申請が必要となりますので、希望される場合は、子育て支援課保育係にお

問い合わせください。 

申請用紙等は子育て支援課で配布しています。 

  

 

◆府中町にある認可外保育施設の紹介 （事業所内保育施設・居宅訪問型事業を除く） 

施設名 住   所 電話番号 対象年齢 開所時間 

たからの保育園 
府中町大須四丁目 

1 番 58－104 号 
082-283-2266 

６か月～ 

小学校就学前 

7 時 30 分～18 時 

（延長保育 18 時～19 時） 

シルバーママ 

サービス 

府中町浜田三丁目 

9 番 2 号 
082-285-0161 

６か月～ 

小学校就学前 
9 時～15 時 

あきさぽ保育園 
府中町大須三丁目 

8 番 28 号 
082-569-7307 

６か月～ 

満３歳の年度末 

7 時 30 分～18 時 30 分 

（延長保育 7 時～7 時 30 分、 

18 時 30 分～19 時） 

  

  認可外保育施設とは･･･ 

  「認可保育所等（保育所・認定こども園・地域型保育事業）」以外の子供を預かる施設の総称で

す。 

認可保育所等のような市区町村の窓口の申し込みではなく、施設に直接申し込み、契約する

ことができます。選考方法や利用料金は、認可外保育施設でそれぞれ異なります。 

    児童福祉法に基づき、認可外保育施設指導監督基準に満たした適切な運営・保育内容である

か、年 1 回施設に立入調査をしています。 
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個人番号利用事務（新規利用申込）専用 

委 任 状 

 

令和   年   月   日 

 

府 中 町 長 

 

申請者本人（保護者代表） 

住 所  

氏 名  

生 年 月 日 
昭和 

    年   月   日 
平成 

ＴＥＬ（連絡先）  

私（申請者本人（保護者代表））は、保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用申込

手続きについて、下記提出者（代理人）に委任します。 

 

提出者（代理人） 

住 所  

氏 名  

申請者本人（保護者

代 表 ） と の 続 柄 
 

生 年 月 日 
昭和 

    年   月   日 
平成 

  

※この委任状は、全て委任者（申請者本人（保護者代表））が記入してください。 

※委任者が自筆できない場合は、代理人が記載し、自筆できない理由と合わせて代理人が代理

記載した旨を余白部分に記載してください。 

 


